
相馬市空き家バンク
利用希望者の方へ 空き家閲覧～契約までの流れ

ご相談・お問い合わせ先 相馬市役所建築課内空き家バンク窓口
電 話 0244－37－2178   E-mail： k-kenchiku@city.soma.lg.jp  
ＨＰ：https://www.city.soma.fukushima.jp/ijyuteijyu/osirase/15427.html
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●市のホームページ及び市の担当課窓口にて、入居等可能な空家

の概要を情報公開します。

・ホームページがご覧になれない場合は、お問合せください。

●閲覧した空き家の中に、入居等利用を希望したい物件がある場合は
次の書類を提出して、空き家バンク利用申し込みをお願いします

〇 利用登録申込書（様式第8号）
〇 利用登録カード（様式第9号）

・書類を確認・調査した後、空き家バンク利用希望者台帳へ登録します。

●利用を希望する空き家の所有者へ連絡し、現地見学の日程調整を
します。次の書類をご提出ください。

〇 物件交渉届出書(様式第14号)

・同時に複数の物件の交渉届を提出することはできません。
・空き家所有者立合いのもと、空き家利用希望者の現地確認を行います。
水回り設備や建屋の状況等、詳しく確認してください。

●登録事業者を介して、物件の交渉や契約を行います。
※市は、売買や賃貸の交渉・契約に関して、仲介行為は行いません。

・仲介には法律に定められた仲介手数料が必要となります。
・契約後のトラブル等も、当事者間で解決をお願いします。

※留意事項

空き家の登録が無い場合があります。事前に電話等でお問合せ確認の上、ご来庁ください。


